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新型コロナワクチン接種（追加接種）など
令和５（2023）年度も無料で接種できます

ID 1024145　■問新型コロナワクチン案内センター☎ 4950 − 5085（土曜日、祝日も対応）■FAX 4950 − 5087

この情報は 3 月 23 日時点のものです。最新の情報は、
市のホームページなどでご確認ください。

令和５(2023) 年度の追加接種は、年齢などにより年２
回か年１回の接種になります。また、いずれの年齢の人も
来年３月末まで無料で接種できます。
追加接種
　◆年２回接種の人（春開始接種〈５月８日〜８月〉と秋
開始接種〈９月〜 12 月〉）　対象者は初回接種（１・２回
目）を終了した 65 歳以上の人、5 ～ 64 歳で基礎疾患が
あり重症化リスクが高いと医師が認める人、医療機関や高
齢者・障害者施設などに従事する人です。
　◆年１回接種の人（秋開始接種〈９月〜 12 月〉）　対象
者は初回接種（１・２回目）を終了した５歳以上の人です。
現在実施している追加接種（３回目以降）は５月７日まで
です。追加接種を希望し、春開始接種の対象でない 12 歳
以上の人は早めの接種をご検討ください。なお５～ 11 歳
の人は５月８日以降も接種が可能です。
初回接種
　乳幼児（6 カ月～ 4 歳児）と５歳以上の人の初回接種

については、来年 3 月末まで接種期間が延長されました。
使用するワクチンは従来型ワクチンです。新たに生後 6
カ月となる人は、予診票が届き次第接種の予約が可能です。
予診票と案内文の発送
　現在予診票を持っていない、春開始接種の対象と考えら
れる人には予診票を、それ以外の 12 歳以上の人について
は案内文を、それぞれ 4 月下旬以降に送付します。
予診票の発行　
　接種を希望する場合や紛失などで再発行を希望する場合
は、所定の用紙を郵送でコロナワクチン接種証明等事務セ
ンター（〒 660 － 0052 七松町１丁目２－１－ 202）か
オンライン申請ポータルサイトで手続きをしてく
ださい。
個別接種と集団接種
　接種を希望する場合は、ワクチン接種を行う市内の医療
機関 ( ID 1032061）で予約してください。予約方法は医
療機関により異なります。
　集団接種については、詳細が決まり次第本誌などでお知
らせします。

自転車利用者のヘルメット着用の努力義務化
大切な命を守りましょう

ID 1005372　■問生活安全課☎ 6489 − 6502■FAX 6489 − 6686

道路交通法が改正され、４月１日から年齢を問わず、自
転車に乗るすべての人のヘルメットの着用が努力義務とな
りました。

自転車事故による死亡者の約６割が頭部に致命傷を負っ

ています。また、ヘルメットを着用していない場合、致死
率が約 2.2 倍高くなります。

自転車を利用するときは大切な命を守るため、ヘルメッ
トを着用しましょう。

録音機能付き電話機などの購入費用を補助
ご利用を

ID 1030502　■問生活安全課〒 660 − 8501【住所不要】☎ 6489 − 6502■FAX 6489 − 6686

着信前自動警告機能と自動録音機能のある固定電話機や
外付け録音機を購入する費用を補助します。

固定電話機は 1 万 2000 円・外付け録音機は 6,000 円
を上限に補助します。予算額に達し次第終了。■対市内在
住の 65 歳以上の人で、令和５(2023) 年 4 月以降に市内
店舗で対象機器を購入した人■申来年１月 31 日までに所定
の用紙などを直接か郵送、ファクス、E メールで市役所中
館 8 階生活安全課。
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市の組織を改正
ご確認を

ID 1029038　■問行政管理課☎ 6489 − 6196 ■FAX 6489 − 6170

　今後取り組む施策などを効果的に推進するため、市の組
織を改正しました。主な変更点は以下の通りです。
マナー向上推進担当（危機管理安全局）　

路上喫煙対策の強化を図るため、歩きたばこや吸い殻の
ポイ捨て防止など喫煙マナーの対策とマナー向上の総括的
役割を担うために設置します。
行政マネジメント部（総務局）　

限られた人的・物的資源を効率的に運用し、リスク管理
を行いながら組織の目標やミッションの達成を目指すた
め、次の体制を整備することと併せ、組織の役割を明確化
し、行政法務部を名称変更します。
　◆コンプライアンス推進課（総務局）　個人情報を含む
USB メモリー紛失事案の発生などを踏まえ、本市における
内部統制の取り組みや職員のさらなるコンプライアンス意
識の醸成を推進するために設置します。
　◆デジタル推進課（総務局）　デジタル化による市民サー
ビスの向上に向けた取り組みをより一層加速させ、総合的
に推進するため人員体制を強化し、情報政策課を名称変更
します。
　◆最高情報統括責任者（CIO）・最高情報統括責任者補佐
官（CIO 補佐官）・最高情報セキュリティ責任者補佐官（CISO
補佐官）　情報セキュリティ対策の強化と、各局に存在す
る各種情報システムを俯

ふ
瞰
かん

し全庁的な視点でのデジタル化
を推進するため、庁内の中核となり部局間の調整を実施す
る CIO（総務局所管副市長）を設置します。

併せて、CIO のマネジメントを専門的知見から補佐す

る CIO 補佐官を外部人材から登用します。CIO 補佐官は、
すでに設置している最高情報セキュリティ責任者（CISO：
総務局所管副市長）のマネジメントを専門的知見から補佐
する CISO 補佐官を兼務します。　　　
保健局　

健康支援体制の強化を図るため、医療・保健制度の一元
的な実施体制の整備として、保健担当局を健康福祉局から
独立させ、保健局を設置します。

併せて、総務局から国保年金課、国保年金管理担当、後
期高齢者医療制度担当を、健康福祉局から福祉医療課をそ
れぞれ保健局へ移管します。また、保健局に企画管理課を
設置し、保健部の調整担当を統合します。
福祉局　

保健局の設置に伴い、健康福祉局を福祉局へ名称変更し
ます。
美方高原自然の家（こども青少年局・教育委員会事務局）

さらなる学校現場との連携を目的として、美方高原自然
の家の事務をこども青少年課から学事企画課に移管しま
す。
経済観光振興課（経済環境局）　

新型コロナウイルス感染症で打撃を受けた市内観光需要
の回復・地域経済の活性化に向けて、さまざまな業種が連
携し地域の稼ぐ力を高める取り組みを一体的かつ効率的に
実施するため、観光振興課を経済活性課へ統合し、経済観
光振興課へ名称変更します。

マイナンバーカードに係る一部の手続きを停止
電子証明書の更新など

ID 1033522　■問表参照

５月１日㈪・２日㈫、システムメンテナンスのため、マ
イナンバーカードに係る一部の業務が受け付けできませ
ん。同カードの手続きは同期間を避けてください。また、
4 月 29 日㈯はマイナンバーカード交付窓口とマイナポイ

ント案内窓口は利用できません。５月６日㈯は同カードの
交付に係る一部の業務のみ受け付けできます。

ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いしま
す。

業務 受け付け 窓口

マイナンバーカードの交付 一部可
※１

市役所南館１階マイナン
バーカード交付窓口
☎︎4400－5256
■FAX 7708－8840

マイナンバーカードの申請 可

電子証明書の発行・失効・
更新 不可
暗証番号の初期化

一時停止解除 一部可
※2

業務 受け付け 窓口

有効期間変更と
特例期間延長

一部可
※2

市役所南館１階マイナン
バーカード交付窓口
☎︎4400－5256
■FAX 7708－8840

住所・氏名が変わる場合の
券面事項の更新

一部可
※3 市役所北館１階市民課

☎︎6489－6408
■FAX 6483－2282

コンビニ交付サービス（マ
ルチコピー機での住民票の
写しなどの発行）

可

※１次の場合を除く▷電子証明書の発行・失効の手続き▷代替文字の設定▷申請後に住所や氏名に変更があり、券面変更──をする必要がある
場合※2後日、電子証明書の失効・再発行手続きが必要※3他市からの転入の場合のみ可。後日、電子証明書の更新手続きが必要

還付金等詐欺の多くは固定電話機に
　本市の特殊詐欺の状況は、令和元 ( 平成 31〈2019〉）
年に 48 件、令和４(2022) 年に 113 件と増加傾向にあ
ります。特に固定電話機にかけてきた人が「保険料の還
付などがある」と言ってだまそうとする還付金等詐欺が
多発しています。電話の際に不審に感じたら消費生活セ
ンター（☎︎ 6489 ー 6690）にご相談ください。
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子ども・若者応援補助金
公益的な活動を支援

ID 1033508　■問こども青少年課〒 661 − 0974 若王寺 2 丁目 18 − 5 ☎ 6423 − 9996 ■FAX 6409 − 4355
次代の社会を担う子ども（おおむね 18 歳以下の人）・若

者（おおむね中学生～ 29 歳の人）の公益的な活動やそれ
らを支援する団体の活動の経費を補助します。■申４月１日

～５月 31 日（必着）に所定の用紙などを直接か郵送、E メー
ルでユース交流センターこども青少年課。選考あり。

認可保育所の設置・運営を行う事業者を募集
説明会を開催

市内で認可保育所の設置・運営を行う事業者を募集し
ます。

◆説明会　４月 12 日㈬午後６時 30 分～８時、すこや
かプラザで。■申不要。

ID 1033414　■問保育企画課☎ 6489 − 6253 ■FAX 6489 − 6373

れきし体験学習ボランティアを募集
学芸員と一緒に学びを盛り上げませんか

５月～来年３月、歴史博物館で、▷藍染めや糸紡ぎで教
材として使う植物の栽培▷地域の歴史を学ぶ研修や藍染め・
糸紡ぎの実習▷同館で開催する歴史体験学習の企画や準備、
実施▷藍染め体験などの出張授業のサポート──などにボ
ランティアとして参加する人を募集します。■対月２回以上
活動に参加できる成人■先10 人■申４月 6 日～ 21 日に電話
かファクス（住所、氏名〈ふりがな〉、電話番号を書いて）

で同館。
◆オリエンテーション　４月

12 日㈬午前 10 時～ 11 時・18
日㈫午後２時～ 3 時、同館で、
活動内容の説明と見学を。■申４月 6 日から電話かファクス

（住所、氏名〈ふりがな〉、電話番号、希望日を書いて）で
同館。

ID 1020060　■問歴史博物館☎ 6489 − 9801 ■FAX 6489 − 9800 ■休月曜日（祝日の場合は火曜日）

犬の登録・狂犬病の予防注射　
マナーを守って、ペットと楽しい生活を

ID 1029071 ■問市動物愛護センター☎ 6434 − 2233■FAX 6434 − 2293

犬の登録の受け付けと狂犬病の予防注射を実施します。
予防注射は毎年必要です。市内の委託動物病院でも受ける
ことができます。
■対生後91日以上の飼い犬■¥登録料3,000円、予防注射

3,400円■申不要。　
予防注射の前に問診を行います。通知文が届いた人は、

裏面の問診票に記入してから会場へお越しください。
犬の体調が良くないときは、市内の委託動物病院で相談

の上、予防注射を受けさせてください。
鑑札・狂犬病予防注射済票を交付します

犬の登録時に鑑札を、予防注射実施時に狂犬病予防注射
済票を交付します。

迷子札としての役目も果たしますので、必ず首輪や胴輪
に付けてください。
マナーを守りましょう

犬は放し飼いをせず、ふんや尿の始末などのマナーを守
りましょう。

①４月16日㈰ ②23日㈰
時間 会場

①

午前10時～ 10時40分 元浜緑地（北側）

午前10時～ 10時50分 戸の内公園

午前11時10分～ 11時50分 若宮公園

午前11時20分～午後０時20分 竹谷小学校（南門）

午後１時20分～ 2時 立花小学校（西門）

午後2時10分～３時 尼崎北小学校（南門）

午後２時20分～３時 西武庫南公園

②

午前10時～ 10時40分
市役所（東側）

名和小学校（西門）

午前11時10分～ 11時50分
近松記念館（久々知１丁目）

大庄中学校（北門）

午後１時20分～２時
武庫小学校（東門）

園田東中学校（北門）

午後２時20分～３時
市動物愛護センター

猪名寺法園寺（猪名寺１丁目）

本人か保護者が申請日の１年前から引き続き市内在住で
要件を満たす人を対象に、奨学金を給付します。

いずれも月額３万円（原則として返済不要）。所得制限
なし。ほかの奨学金との併用可（本市育英資金奨学金を除
く）。■申４月５日～ 18 日に所定の用紙などを郵送か直接
市役所中館４階総務局企画管理課。選考試験あり。

■問総務局企画管理課〒 660 − 8501【住所不要】☎ 6489 − 6169 ■FAX 6489 − 6170
育英資金の奨学生を募集
給付型奨学金

育英資金 定員 対象者
神崎製紙※ ５人

程度 令和５年４月に短大・大学に入学した人

「あましん」※ ５人
程度

令和５年４月に短大・大学の主に理工系学
部に入学した人

澤水 ２人
程度

令和５年４月に大学院修士（博士前期）課程・
専門職学位課程（企業派遣を除く）に入学し
た人

ID 1005481

ID 1030171

ID 1005482
※どちらかのみ申請可能

有料広告欄
※こちらには有料広告を掲載しています

区分 内容 活動例 補助金額（年額） 対象

ユース活動
支援コース

若者主体で取り組む公益
的な活動

若者の交流の場づくり、投
票率の向上など 上限 10 万円

【個人】市内在住か在勤、在学の人【グループ】市
内に活動拠点があり、２人以上で構成され、おおむ
ね８割以上が若者であるグループ。ほかにも要件あ
り

子ども・若者
育成支援コース

子ども・若者の育成支援
に取り組む活動

子ども食堂や居場所カフェ、
引きこもりの子ども・若者
支援など

上限 10 万円

▷市内に活動拠点があり、３人以上で構成され
る▷既に活動中か申請年度内に活動を開始する
ことが確定している──団体パイロット

事業コース
※ 1

子ども・若者の課題に関
して先駆的・試行的取り
組みを行う活動※ 2

ネット依存症対策、子ども
の意見表明の機会の確保策
など

上限 50 万円

※１翌年度以降も継続して実施する事業が対象※2同一事業への補助期間は原則として３年を限度とする
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有料広告欄
※こちらには有料広告を掲載しています

国民年金保険料の減額など
４月から

ID 1002824　■問尼崎年金事務所☎ 6482 − 4591■FAX 6482 − 1438
国民年金保険料を減額　

国民年金保険料は４月支払い分から令和４（2022）年度
と比べ70円下がり、月額１万6520円になります。納付書
か口座振替で納めてください。

◆納付書で納めている人　４月上旬に日本年金機構か
ら送付される各月分の納付書で支払ってください。

なお、同封されている前納分の納付書で１年分を前も

って納めると、支払額から3,520円割り引かれます（６カ
月分を前納すると810円割り引き）。

◆口座振替で納めている人　４月下旬以降に同機構か
ら国民年金保険料口座振替額通知書が送付されます。

◆２年前納で納めたい人　４月中であれば現金納付の
み可能です。支払額から１万4830円割り引かれます。

介護保険料納入通知書を６月に送付
65 歳以上の皆さんへ

ID 1029037　■問介護保険事業担当☎ 6489 − 6376■FAX 6489 − 7505

令和５（2023）年度の65歳以上の人の介護保険料は、４月
１日現在の被保険者本人と、世帯員の課税状況などにより決
定し、６月中旬に介護保険料納入通知書を送付します。

40 ～ 64歳の被保険者の介護保険料については、加入
している医療保険者にお問い合わせください。

◆保険料の支払い方法　【特別徴収（年金からの天引
き）で納めている人】▷２月の納付額と同額の保険料を４
月・６月▷残りの保険料を８月・10月・12月・来年２月

｜ ｜ の年金から特別徴収【普通徴収（納付書や口座振替）
で納めている人】４月・５月は保険料の請求はありませ
ん。６月～来年３月までの10回払いで納付。

納付書で納める人には、同通知書とは別に１年分の納付
書を一括で送付します。

新たに特別徴収が始まる人へ
４月・６月から新たに特別徴収が始まる人には、介護保

険料特別徴収開始のお知らせを送付します。■対令和４
（2022）年６月２日～ 12月１日に▷65歳になった▷本市
に転入した ｜ ｜ 人で、年額18万円以上の特別徴収対象年
金を受給見込みで、特別徴収ができると日本年金機構など
から本市に通知があった人。

◆送付時期　【令和４年６月２日〜 10月１日に対象とな
った人】４月受給分の年金から特別徴収が始まるため、３
月中旬に送付しました【令和４年10月２日〜 12月１日に
対象となった人】６月受給分の年金から特別徴収が始まる
ため、５月中旬に送付します。

あま咲きコインポイント還元を実施
あま咲きコインのチャージ（プレミアムなし）を再開

ID 1024632　■問あま咲きコイン事務局☎ 0120 − 11 − 1164、地域産業課■FAX 6430 − 7655

あま咲きコインとは　　
本市独自の電子地域通貨で、専用アプリ・カードを利用し

て、市内取扱加盟店で１ポイント１円として利用できるキャ
ッシュレス決済サービスです。あま咲きコイン販売店では、
専用アプリ・カード※１に現金でチャージ（入金）すること
ができ、専用アプリではクレジットカードを利用してチャー
ジできます。４月１日から、プレミアムなしのチャージを再
開します（プレミアムありのチャージは夏以降実施予定）。

利用額の５％分のポイントを付与 　
　4 月１日～来年１月 31 日、同コインを利用すると、５％
分のポイント（１人当たり最大 2,500 ポイント）を付与しま
す。すべての加盟店が対象です。予算額に達し次第終了。
お薦め！ 専用アプリの始め方　 ID 1027399

専用アプリでは、アカウント作成が簡単にでき、ポイ
ント残高をいつでも確認できます。また一部の au Style、
UQ スポットのショップ※２でアプリダウンロードのサ
ポートをします。
※１専用カードは、同コイン販
売店（一部を除く）や出屋敷リ
ベル３階地域産業課などで配布
しています※2au Style（尼崎
下坂部、あまがさきキューズモ
ール、塚口北、塚口）、UQスポ
ット（あまがさきキューズモー
ル、つかしん）

地区 あま咲きコイン販売店

中央
あまがさき観光案内所、尼崎城、お菓子の白光堂、
サンシビック尼崎、シャンティかんだ、じゅうす
農園、日新天ぷら店、都ホテル尼崎、メガネのア
マガンセンター店

小田
amaサラダ、いそだ商店、WIN WIN SHOP、買
取専門店大吉尼崎店、フレッシュとも、フローリ
スト AUTUMN、ベイコム総合体育館

大庄 越智時計店、清水米穀店、東大島接骨院鍼灸（し
んきゅう）院、平民堂薬局東大島本店

立花
スタジオクローバー、パークマネジメント尼崎事
務所、パイナワーフ、ハリマ堂化粧品店本店、ひ
ろしまや、メガネのたかはし阪急塚口店、ユーミー
化粧品店

武庫 尼崎グリーンセンター、コーヒーショップサムサ
ラ、マサヤ化粧品店

園田
あまがさき環境オープンカレッジ、シルバー園芸
プラザ店、ダイエー塚口店、ダイハン書房本店、
徳山モータース

その他
スーパーオオジ（西難波店、尾浜店、塚口店、富
松店）、ニシイチドラッグ健康館（つかしん店、武
庫之荘店）、ニシイチ薬局（アミング潮江店、尾浜
本店）

個人情報保護制度の改正
４月１日から

個人情報保護制度は各地方公共団体の条例により運営さ
れてきましたが、４月1日からは「個人情報の保護に関す
る法律」が施行され、全国共通のルールが適用されます。

このため、本市では「尼崎市個人情報保護条例」を廃
止し、法律の趣旨の範囲内で必要な事項を定める「尼崎市
個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。
引き続き市民の皆さんの個人情報を法律と条例の規定に基
づき、適正に管理します。

なお、保有個人情報開示請求の手続きなどについては、
法律などで認められる範囲内で、これまでと同様の運用を
継続します。

主な変更点
同制度の用語の定義が、全国共通となります
各地方公共団体の制度は、国の個人情報保護委員会の

監督・監視を受けます
指定管理者が保有する個人情報の開示請求の手続きなど

は、民間事業者のルールが適用されます
市が保有する個人情報の安全管理に関する措置を行う

義務がより具体化され、漏えいなどの事故が生じた場合は
法律に定める義務が課されます

市には、個人情報に関する管理体制、研修その他の事
項について必要な措置を講じる義務が課されます
　

ID 1008375　■問公文書管理担当☎ 6489 − 6171 ■FAX 6489 − 6837

 Step １
専用アプリ「chiica」をダウン
ロードし、電話番号を入力しパ
スワードを設定する

 Step ２
SMS 認証をすると、携帯電話
に chiica から SMS で認証コー
ドが届くので入力する

 Step ３
必要事項を入力し、「はじめる」
を選択するとアカウントの作成
が完了
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誰もが住みやすい分譲マンションに
分譲マンション管理組合の皆さんへ

分譲マンション共用部分のバリアフリー化助成事業　
ID 1003577

◆助成対象工事　▷外部出入り口の開口幅を確保する工
事▷敷地内の通路や廊下などへのスロープ設置、ノンスリッ
プ化▷階段の手すりの取り付け──など。いずれも県の福
祉のまちづくり条例の整備基準に適合することが必要。

◆助成額　助成対象工事費による定額制（上限 30 万円）。
■対戸数が 21 戸以上ある市内の分譲マンションの管理組

合。ただし、平成５（1993）年 10 月１日以降に建築され
た 51 戸以上のマンションや、平成 14（2002）年 10 月１
日以降に建築されたマンションは対象外■申４月５日～ 12
月 15 日に所定の用紙などを直接市役所北館５階住宅政策
課。工事契約前に申請が必要です。予算額に達し次第終了。

分譲マンションアドバイザー派遣事業　 ID 1003575
分譲マンションの管理組合の勉強会などに、マンション

管理士や一級建築士、技術士（建設部門）、弁護士、司法
書士のいずれかの専門資格者を派遣します。

◆派遣人数　１回の派遣につき１人（内容によっては２人）。
◆派遣時間・回数　１回２時間以内、年度内５回まで。
◆相談できる内容　▷管理組合の設立・運営・管理規約

▷管理費や修繕積立金などの財務▷大規模修繕工事計画の
作成・見直し──などに関すること。
■対市内の分譲マンションの管理組合など■申４月５日～

来年２月 29 日に所定の用紙を E メールか直接市役所北館
５階同課。派遣希望日の１カ月前までに申請が必要です。
予算額に達し次第終了。

■問住宅政策課☎ 6489 − 6608 ■FAX 6489 − 6597

市営住宅の入居者を募集
申込期間は４月４日〜 13 日

■問尼崎市営住宅南部管理センター〒 660 − 0052 七松町１丁目２−１− 401 − D ☎ 6411 − 1151 ■FAX 6411 − 1152
　 尼崎市営住宅北部管理センター☎ 4961 − 6300 ■FAX 6421 − 2120

市営住宅の入居者を募集します　 ID 1003562
募集するのは、一般向け住宅や高齢者世帯向け住宅など

の特定目的住宅などです。申し込み多数の場合は抽選。な
お、抽選時の優先枠があります。申込資格など詳細は入居
申込案内書をご覧ください。■申４月４日～ 13 日に同案
内書に付いている申込用紙を郵送で尼崎市営住宅南部管理
センター。窓口では受け付けません。重複申し込みは無効。

同案内書は４月４日～ 13 日に右記の場所で配布します。
中堅所得者向け住宅の入居者を募集しています
ID ①1003566 ②1003567

①尼崎稲葉荘団地②時友長ノ手２号棟──の入居者を随
時募集しています。市内在住か在勤以外の人でも申し込み
可能です。■問①尼崎市営住宅南部管理センター②尼崎市
営住宅北部管理センター。

入居申込案内書の配布場所

尼崎市営住宅南部管理センター（フェスタ立花北館４階）・北部管理
センター（塚口若松ビル２階）、市役所中館１階市民相談担当、各
地域課・生涯学習プラザ・地域総合センター・サービスセンター、南
部保健福祉センター、園田東会館

夜間・休日は市役所中館１階警備室（夜間受付）

有料広告欄
※こちらには有料広告を掲載しています


